
早稲田・東伏見キャンパスへの通学区間の承認について

２０１１年後期分は

９月２１日(水)

より承認
定 期 券
所沢キャンパスの学生が早稲田キャンパスあるいは東伏見キャンパスへ通学する

場合は、通常の通学区間とみなされないため、通学定期は購入できません。

ただし、西武鉄道および東京メトロのご好意により、下記の区間については学部の証明

があれば通学定期が購入できますので、早稲田・戸山・西早稲田（旧大久保）・東伏見キ

ャンパスの授業を履修している者のうち、定期の購入を希望する者は購入要領に従って

手続きを行なってください。

部活動で通学区間承認が必要な場合は、競技スポーツセンターで通学証明書を発行

していますので、部で一括申請を行って下さい。

サークル、バイト、塾など授業履修以外の目的での通学定期利用、計数券利用はでき

ません。

●通学定期が購入できる区間（通学区間以外）

a．小手指－高田馬場あるいは東伏見（西武新宿線利用）

b．小手指－高田馬場あるいは東伏見（池袋経由：西武池袋線、ＪＲ山手線利用）

c．高田馬場－早稲田（東京メトロ）
※ａ，ｂはいずれか一方のみ。

※ｂ．池袋経由の購入は自宅から池袋経由が最短経路になる場合のみ購入が可能になります。

購入が可能かは各自西武鉄道に相談ください。

●購入要領

１．事務所カウンターにて授業がある旨を自己申告して下さい。

２．学生証裏面の通学区間欄に「小手指－高田馬場」「小手指－東伏見」

「高田馬場－早稲田」のいずれか、または両区間を記入し、承認印を受ける。

３．小手指－高田馬場あるいは東伏見間の定期は所沢駅または高田馬場駅の西武鉄

道定期券売場で購入する。これ以外の駅では発行できないので注意すること。

なお、池袋経由（上記「ｂ」）の場合は、駅の定期券購入申込書には必ず池袋

経由と記入する。

４．高田馬場－早稲田間の地下鉄定期は東京メトロの定期売り場であれば購入可能。
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